
「インフルエンザ出席停止早見表」 

インフルエンザ発症後、保育園へ登園可能になるには下記の２つの条件両方、満たさないといけません。 

 ●解熱後３日が経過していること（解熱後とは解熱した日を含まず、解熱した翌日から解熱後１日目と考えます。） 

 ●発症後５日が経過していること 

  （発症とは発熱の症状が現れたことを指します。日数の数え方は発熱が始まった日は含まず、翌日からを発症第１日目と考えます。病院を受診した日が発症日

とはかぎらないので医師に発症日を相談・確認することが必要です。） 
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例２ 発症後２日目に

解熱した場合 
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例３ 発症後３日目に

解熱した場合 
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例４ 発症後４日目に

解熱した場合 
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例５ 発症後５日目に

解熱した場合 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 
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（その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。） 

※登園するときは、「インフルエンザ治癒報告・登園届」を提出してください。                社会福祉法人 恵和会（２０１９年改正版） 


